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足利市運動場条例 (平成17年３月25日条例第17号)

最終改正:令和６年７月１日条例第25号

改正内容:令和６年７月１日条例第25号 [令和６年10月１日]

別表第１（第10条関係）

足利市総合運動場

１　陸上競技場等

区分 入場料を徴収する場合（１

日）

入場料を徴収しない場

合

その他（個人）

陸上競技場 最高入場料の100人分（ただ

し、入場料を徴収しない場合

の１日の使用料を下回らな

い額とする。）

午前９時～午後１時　

6,160円

午後１時～午後５時　

6,160円

午後５時～午後９時　１

時間　1,540円

１人１日　151円

１人１年　3,775円

野球場 軟式 １面１時間　495円

硬式 最高入場料の100人分（ただ

し、入場料を徴収しない場合

の使用料を下回らない額と

する。）

１時間　1,232円

テニスコート 最高入場料の30人分（ただ

し、入場料を徴収しない場合

の使用料を下回らない額と

する。）

１面１時間　385円 １人１年　3,850円

体育センター １人１時間　33円

１人１年　715円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　単位時間を超えた場合は、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間とする。）につき規定使用料の１時間相当額を徴収

する。

３　市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏総合

整備推進協議会を構成する市町村の住民は、市民とみなす。

４　小学校就学前の者の使用料は、無料とする。

５　市内の小学生、中学生及び高校生（以下「学生」という。）の使用料（体育センターを除く。）は、半額とする。両毛広域都市圏総合整備推

進協議会を構成する市町村に住居を有する学生についても、同様とする。

６　夜間照明設備を利用する場合（陸上競技場を個人で利用する場合を除く。）の使用料は、この表の規定にかかわらず、３　夜間照明設備

の表に定めるところによる。

２　プール

区分 単位 使用料

中学生以下 １人１回 150円

一般 １人１回 350円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　小学校就学前の者の使用料は、無料とする。

３　入場料を徴収しての使用（第５条第２号に規定する指定管理者が行う事業の実施に係る使用を除く。）は、許可しない。

４　午後４時から午後５時までの間に入場者の入替えを行う。

３　夜間照明設備

区分 単位 使用料

陸上競技場 １時間 2,750円

硬式野球場 30分 全点灯使用 5,126円

60％点灯使用 4,576円

30％点灯使用 4,026円

テニスコート １面１時間 1,100円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　単位時間を超えた場合は、単位時間が１時間のものにあっては超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間とする。）につき

規定使用料の１時間相当額を、単位時間が30分のものにあっては超過時間30分（30分に満たない端数は、これを30分とする。）につき規
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定使用料の30分相当額を徴収する。

３　市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とし、練習のための使用は、その他の

使用が許可されていない場合に限るものとする。ただし、両毛広域都市圏総合整備推進協議会を構成する市町村の住民は、市民とみな

す。

４　附属施設等

区分 単位 使用料

陸上競技場 放送器具一式 １回 1,100円

写真判定装置 １回 1,100円

硬式野球場 スコアボード 設備一式 １試合 1,908円

得点盤、チーム名及

びカウント表示のみ

使用

１試合 954円

スポーツ競技以外の

使用

１時間 954円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　１回とは、午前９時から午後１時まで、午後１時から午後５時まで及び午後５時から午後９時までの各区分をいう。
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別表第２（第10条関係）

足利市渡良瀬運動場

区分 単位 使用料

軟式野球場 １面１時間 275円

サッカー場 １面１時間 550円

テニスコート １面１時間 300円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　入場料を徴収しての使用は、許可しない。

３　単位時間を超えた場合は、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間とする。）につき規定使用料の１時間相当額を徴収

する。

４　市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏総合

整備推進協議会を構成する市町村の住民は、市民とみなす。

５　小学校就学前の者の使用料は、無料とする。

６　市内の学生の使用料は、半額とする。両毛広域都市圏総合整備推進協議会を構成する市町村に住居を有する学生についても、同様と

する。
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別表第３（第10条関係）

足利市朝倉・福富運動場

区分 単位 使用料

軟式野球場 １面１時間 275円

ソフトボール場 １面１時間 275円

サッカー場 １面１時間 550円

ミニサッカー場 １面１時間 275円

備考

１　使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

２　入場料を徴収しての使用は、許可しない。

３　単位時間を超えた場合は、超過時間１時間（１時間に満たない端数は、これを１時間とする。）につき規定使用料の１時間相当額を徴収

する。

４　市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏総合

整備推進協議会を構成する市町村の住民は、市民とみなす。

５　小学校就学前の者の使用は、無料とする。

６　市内の学生の使用料は、半額とする。両毛広域都市圏総合整備推進協議会を構成する市町村に住居を有する学生についても同様とす

る。


